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(午前 1 0 時 5 9 分 開会)

富本理事 これより議会運営委員会理事会を開会する。

《議員提出議案についての

議員提出議案第 1 6 号 杉並区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の-

部を改正する条例

富本理事 本 囲ま、 まず、 議員提出議案についてである。

議員報酬のうち期末手当について、 附則による改正という話もあったが、 改めて確認

をしたい。 前回、 民社でとりあえず時間がほしいということだったが、 いかがか。

小川理事 議論の末、 附則でお願いしたい。

富本理事 では、 一応改めて確認するが、 杉目も附則、 公明も附則、 民社が今そういうこ

とで、 共産は、 本則だが附則でもいたし方なしと、 ネみは廃止論なので、 提案者にはな

らないということでよろしいか。

それでは確認できたので、 6 月の期末手当のときと同じ扱いをさせていただく。

これは改めて確認すると、 附則による改正によって、 12月期は1.85を1.63月 に、 3 月

期は0.30を0.25月に引き下げるというものである。

提案者については、 先ほど確認をしたが、 杉目、 公明、 民社、 共産党、 それから自民

党も入るということになるのか、 そういう形で提案をする。

日程については、 期末手当の基準日が12月 1 日なので、 その前に議決が必要になる。

本日の本会議に上程をして、 中日11月 24日に議決という運びにならなくてはならない。

よろしく ご理解をいただきたい。 この点についてはそれでよるしいか。

〔 ｢はい｣ と呼ぶ者あり〕

富本理事 よろしければ、 この後の議会運営委員会で私のほうから説明をさせていただく。

《一般質問について"

富本理事 それでは次に、 その他、 まず、 一般質問について。

議会事務局次長 一般質問についは、 23名の方から通告をいただいた。 割り振りは、 本日

11月 18日 は 5 名、 21日 は 8 名、 22日も 8 名、 あと中日の24日 は 2 名 になっ ている。
　

以上。

富本理事 皆さん、 質問を予定されている方はこれで大体時間も見通せると思うので、 よ

ろしくお願いをする。

それから、 時計の件。



議会事務局次長 今定例会から 8インチのディスプレイを濱台の左側に置いている。 事務

局のほうで操作をして時間を計測させていただくので、 よろしくお願いをする。

富本理事 取り決めで決めた時計なので、 よろしくお願いをする。

それから、 今議長から話があったが、 再質問するかしないか、 というのを議長にはっ

きり示すようお願いする。 終わったら下を向いている人がいるとどうしようもないので、

再質問される方は意思表示をはっきりと分かるようにお願いする。

ここで、 先ほどの議提16号の議案について、 配付をさせていただく。

〔議案配付〕

K全員協議会についてめ

富本理事 続いて、 全員協議会についてだが、 事務局から説明をお願いする。

議会事務局次長 24日の全員協議会だが、 総合計画に係る協議会ということで、 資料の配

付については、 11月 21日朝、 議会のほうに持ち込まれるということで聞いているので、

持ち込まれ次第ポスティングをさせていただく。

説明は以上。

富本理事 21日の朝に総合計画の24日分の資料が来るということなので、 ポスティングさ

れるということでご理解いただきたい。 全員協議会は本会議終了後行われる。

議会事務局次長 全員協議会での質疑の話だが、 質疑のある方は事務局のほうにご連絡を

いただきたい。

富本理事 全員協議会、 質疑のある方はご連絡いただければ、 時間のこともあるので、 事

務局として段取りもあるから、 よろしくご協力をお願いする。

《救命救急講習についての

富本理事 それでは 3番、 救命救急講習についてだが、 これは懸案として残っていたので、

改めてお願いする。

議会事務局次長 救命救急講習については、 年度内で実施をしたいということで、 この12

月 は区外施設の視察もあり、 1月 にということで消防署と話をしたが、 1月は皆さん、

新年会とかいろいろあってお忙しいというご意見もあり、 年度明けて 4 月 ぐらいに実施

をしたいという考えである。 よろしくお願いしたい。

富本理事 これについては理事会のほうで懸案になっており、 調整をしてもらったが、 今

のような報告である。 また改めて、 日程等かためながら、 皆さんにも出席者を募るよう

な形で進めていきたいと思うので、 よろしくお願いをする。
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K議会運営委員会理事会会議記録について"

富本理事 続いて、 次は私のほうから L点提案をさせていただく。 議会運営委員会理事会

でいつも会議録をお配りしている。 これまで紙で配っていたが、 ペーパーレス化の流れ

もあるので、 よろしければ次回配付分からメールで送らせていただくような形でいかが

かと思う。 公式的なきちっとしたものは事務局でちゃんと印刷したものを 1 冊揃えてお

くが、 基本的にメールで送らせていただければということで考えたが、 これについては

いかがか。 よるしいか。

〔 ｢結構です｣ と呼ぶ者あり〕

富本理事 それでは、 そういう形でメールで配付することとする。 後ほどP C のどのメー

ルに送ればいいということを事務局のほうから聞くので、 皆さん、 お知らせをいただき

たい。

それと、 どうしても紙で欲しい場合は、 その際は改めて事務局に、 その回のいっのが

欲しいとか、 この部分が欲しいということは、 もちろんメールなので印刷もできるが、

どうしてもという方はお申し出をいただければと思うので、 よろしくお願いする。

一応本日の議題は以上だが、 ほかに何かあるか。 - - なければ、 本日の議会運営委員

会理事会を閉会とする。

(午前 1 1 時 0 7 分 閉会)


